
平成３０年１１月１４日（水） 

平成３０年度第１回地域包括ケア検討会議 資料１ 

第２期（平成３０年度～平成３２年度） 
日進市地域包括ケア検討会議について 

 

１ 位置づけ                         

○地域包括ケアシステムの実現に向け、介護保険法等に基づき、介護支援専

門員、保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者、民生委員等によ

り構成される会議（＝地域ケア会議）。  

 

○地域ケア会議は、次の２つの会議で構成される。  

  

個別地域ケア会議  
個別ケースの検討から地域課題の発見までを

担う。  

地域包括ケア検討会議  
発見された地域課題を解決するために地域づ

くり・資源開発の検討や政策形成を担う。  

 

 

（厚生労働省作成資料） 

 

 



 

 

 

介護保険法 

(会議) 

第第百十五条の四十八 市町村は、第百十五条の四十五第二項第三号に掲

げる事業の効果的な実施のために、介護支援専門員、保健医療及び福祉

に関する専門的知識を有する者、民生委員その他の関係者、関係機関及

び関係団体(以下この条において「関係者等」という。)により構成され

る会議(以下この条において「会議」という。)を置くように努めなけれ

ばならない。 

2 以下略 

 

日進市地域ケア会議設置要綱 

(設置) 

第 1 条 介護保険法(平成 9 年法律第 123 号。以下「法」という。)第 115

条の 48 に基づき、法第 115 条の 45 第 2 項第 3 号に掲げる事業の効果的

な実施のために、関係機関との連絡調整を行う日進市地域ケア会議 (以

下「地域ケア会議」という。)を設置する。 

(組織) 

第 3 条 地域ケア会議は、要支援高齢者を支援する関係機関等の代表者に

よる地域包括ケア検討会議及び実務者で構成される個別地域ケア会議

で構成する。 

 

２ 目的                           

○包括的・継続的ケアマネジメント事業の効果的な実施のため。 

  

【包括的ケアマネジメントとは】 

高齢者の健康、身体機能、認知機能、住居環境等における多様な課題

に合わせて地域におけるさまざまな社会資源を活用していくこと 

 

 【継続的ケアマネジメントとは】 

高齢者の心身の状態や生活環境等の変化に応じて、切れ目なく適切な

支援やサービスにつなげていくこと 

 

 

 

 



３ 機能                           

○日進市地域包括ケア検討会議では、地域ケア会議の５つの機能のうち、主

に、③地域課題の発見、④地域づくり・資源開発、⑤政策の形成 を担う。 

 

 ※①個別課題の解決、②地域包括支援ネットワークの構築、③地域課題の

発見は、個別地域ケア会議が担う。 

 

【地域ケア会議の５つの機能】 

①個別課題の 

解決 

多職種が協働して個別ケースの支援内容を検討する

ことによって、高齢者の課題解決を支援するととも

に、介護支援専門員の自立支援に資するケアマネジメ

ントの実践力を高める機能 

②地域包括支援 

ネットワーク 

の構築 

高齢者の実態把握や課題解決を図るため、地域の関係

機関等の相互の連携を高め地域包括支援ネットワー

クを構築する機能 

③地域課題の 

発見 

個別ケースの課題分析等を積み重ねることにより、地

域に共通した課題を浮き彫りにする機能 

④地域づくり・ 

資源開発 

インフォーマルサービスや地域の見守りネットワー

クなど、地域で必要な資源を開発する機能 

⑤政策の形成 
地域に必要な取組を明らかにし、政策を立案・提言し

ていく機能 

 

４ 所掌事項                         

介護保険法 

(会議) 

第第百十五条の四十八 略  

2 会議は、厚生労働省令で定めるところにより、要介護被保険者その他の

厚生労働省令で定める被保険者(以下この項において「支援対象被保険

者」という。)への適切な支援を図るために必要な検討を行うとともに、

支援対象被保険者が地域において自立した日常生活を営むために必要

な支援体制に関する検討を行うものとする。 

 

日進市地域ケア会議設置要綱 

(所掌事務) 

第 2 条 地域ケア会議の所掌事務は、次のとおりとする。 

(1)高齢者の課題解決及び個別支援を的確に実施するため、多職種が共同

して個別ケースの支援内容を検討すること。 



(2)地域の在宅介護に関する情報交換及び検討を行うとともに、高齢者の

実態把握や課題解決のための地域支援ネットワークの構築をすすめる

こと。 

(3)地域課題の把握及び課題検討に関すること。 

 

※生活支援体制整備事業に関すること及び在宅医療・介護連携推進事業に関

することについては、それぞれの検討部会において集中的に議論する。  

 

日進市地域ケア会議の運営に関する要領  

（部会）  

第２条 要綱第３条に規定する地域包括ケア検討会議に次に掲げる部会

を置く。  

（１）生活支援体制整備に関する検討部会  

（２）在宅医療・介護連携に関する検討部会  

 

５ 第２期の検討事項（予定）                 

（１）個別地域ケア会議から抽出される地域課題の検討  

○別紙「地域ケア会議における地域課題抽出シート」（案）により、平成２

９年度以降に各地域包括支援センターで開催された個別地域ケア会議

での検討結果から、各地域及び日進市全体の地域課題と考えられる事項

を抽出する。             （平成３０年度第２回会議） 

 

○抽出された地域課題を解決するための政策等について検討する。  

（平成３１年度以降）  

 

（２）個別地域ケア会議の充実に向けた検討  

○平成３０年度は、地域包括支援センターの主任介護支援専門員を中心に、

居宅介護支援事業所管理者連絡会において、個別地域ケア会議の充実に

向けた取組を実施中。  

   第１回（４月２０日）  個別地域ケア会議の開催実績紹介  

   第２回（７月１８日）  個別地域ケア会議の事例紹介、意見交換  

   第３回（１０月１９日） 模擬個別地域ケア会議の実施  

 

○個別地域ケア会議の充実に向けて必要な事項について検討する。  

             （平成３１年度以降）  

 

（３）日進市における地域包括ケアシステムの構築に関する検証  

 ○指標等を用いて現状についての検証を行う。（平成３０年度第２回会議） 


